
富山市教育委員会５月定例会 資料



 　令和３年６月　教育委員会補正予算（案）総括表

【一般会計】

20,917,663 90,240 21,007,903

20,917,663 90,240 21,007,903

(項１)教育総務費 1,864,654 17,370 1,882,024 1 事務局一般管理費 △ 186

2 外国語指導助手配置事
　業費

17,556

(項２)小学校費 7,695,849 71,133 7,766,982 1 統合校の新設事業費 550

2 学校施設整備事業費 70,583

(項４)幼稚園費 529,245 737 529,982 1 施設整備事業費 737

(項５)社会教育費 2,641,304 1,000 2,642,304
1 展示普及事業費
　（郷土博物館費）

1,000

予算科目(款・項）

区分 

補正前の額 今回補正額

(単位：千円)

備考

教 育 委 員 会 合 計

(款１０)教育費

補正後の額
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議案第１９号



第 ２ 表  債務負担行為補正 

追  加 

（単位 千円） 

事       項 期    間 限  度  額

科学博物館プラネタリウム更新事業費 自令和３年度至令和９年度 ３５０，５９２ 
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第　３　表　　地方債補正

　変　更

（単位　千円）

補正前の額 補　正　額 補正後の額

52,500 2,877,500

起 債 の 目 的
限　　度　　額 起債の

方　法
利　率 償還の方法

普通貸借
又　　は
証券発行

　　　　％
　　5.0
　　　　以内
（ただし、利率
見直し方式で借
入れる資金につ
いて、利率の見
直しを行った後
においては、当
該見直し後の利
率）

借入れ先の融通
条件による。た
だし、市財政の
都合により据置
期間及び償還期
限を短縮し、も
しくは繰上償還
又は借換えする
ことができる。

小学校費 2,825,000
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【統合校の新設事業費（小学校）】 

 水橋地区統合小・中学校に関する地元協議会関係 

経費について 
［学校再編推進課］ 

（１）補正額     ５５０千円 

財源内訳 県支出金 ５００千円 

一般財源  ５０千円 

（２）事業目的 

水橋地区の５小学校及び２中学校の統合に向け、水橋地区自治振興会や

ＰＴＡ等で構成される地元協議会（（仮称）水橋地区学校統合推進委員会）

の運営を支援すること等により、円滑な統合を目指すもの。

（３）事業内容 

地元協議会等に対し学校統合等についての説明会を実施するなど情報提

供を行う。また、地元協議会の広報紙発行等に対し支援を行う。 
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【学校施設整備事業費（小学校）】 

 上条地区スクールバス待合所等整備について 

［学校施設課］ 

（１）補正額     ７０，５８３千円 

財源内訳 市債     ５２，５００千円 

一般財源 １８，０８３千円 

（２）事業目的 

令和４年度からの三郷小学校と上条小学校の一次統合に伴い、スクール

バス待合所等を整備することにより、統合後の円滑な学校運営に配慮する

もの。

（３）事業内容 

上条小学校敷地内に、スクールバス待合所、児童健全育成室、バス車両

の待機・転回スペースを整備する。 

バス待合所・児童健全育成室建設予定地 

上条小学校敷地 

バス待機、転回スペース整備予定地 

県

道
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【施設整備事業費】 

 新保なかよし認定こども園の調乳室用建具等 

設置について 
［学校施設課］ 

（１）補正額     ７３７千円 

財源内訳 一般財源 ７３７千円 

（２）事業目的 

令和４年度から新たに０歳児を受け入れることに伴い、調乳室の間仕切

り建具を設置する等の環境整備を図るもの。

（３）事業内容 

ア．調乳室・保育室間に間仕切り建具の設置 

イ．オムツ交換台設置 
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【外国語指導助手配置事業費】 

外国語指導助手配置事業費について 

［学校教育課］ 

（１）補正額     １７，５５６千円 

財源内訳 一般財源 １７，５５６千円 

（２）事業目的 

市立小・中学校に外国語指導助手（ＡＬＴ）を配置することにより、市

内の小・中学生のコミュニケーション能力の向上と英語教育の充実を図る

もの。

（３）事業内容 

小・中学校における外国語活動及び外国語科の授業の充実を図るため、

現在２７名を配置している外国語指導助手（ＡＬＴ）を６名増員し、３３

名体制とする。
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【展示普及事業費】 

 歴史資料展示事業について 

［郷土博物館］ 

（１）補正額     １，０００千円 

財源内訳 一般財源  １，０００千円 

（２）事業目的 

市内在住の資料収集家が所有する富山市の歴史に関する貴重な資料につ

いて、それらをアーカイブ化するため部局横断的に組織する歴史資料アー

カイブ化検討チームが準備調査を実施した。その結果、明治時代後期から

昭和戦前期の市内景観を映した写真絵葉書が多く見受けられた。 

この調査結果を踏まえ、富山市中心市街地の変遷とともにまちづくりの

様相を広く市民に紹介するため展示するもの。

（３）事業内容 

写真絵葉書など２０点程度を写真パネル化し展示する。

期間 令和４年２月下旬から３月上旬 

場所 市役所市民ホール 
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議案第１５７号 

   工事請負変更契約締結の件 

 令和２年３月１３日定例市議会において議決を得た和合中学校校舎

改築主体工事について、次のとおり変更契約を締結するため、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号の規定により、

市議会の議決を求める。 

  令和３年６月１０日提出 

               富山市長  藤 井 裕 久 

               記 

１ 契 約 の 金 額  

  変 更 前 ７９３，１００，０００円 

  変 更 後 ８０９，６８８，０００円 
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議案第２０号



【工事請負変更契約締結の件】 

 和合中学校校舎改築主体工事 

［学校施設課］ 

（１）変更内容 

契 約 の 金 額 ：７９３，１００，０００円（変更前）

：８０９，６８８，０００円（変更後）

（２）参考 

構 造 ：鉄筋コンクリート造一部鉄骨造３階建て

延 床 面 積 ：約２，４００㎡

工 期 ：令和２年３月１６日 ～ 令和３年１２月７日

契約の相手方 ：辻建設・林建設・北新建工

和合中学校校舎改築主体工事共同企業体

工事対象建物
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議案第１５８号 

   工事請負変更契約締結の件 

 令和２年９月２８日定例市議会において議決を得た民俗民芸村周辺

法面保護（その２）工事について、次のとおり変更契約を締結するた

め、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号の

規定により、市議会の議決を求める。 

  令和３年６月１０日提出 

               富山市長  藤 井 裕 久 

               記 

１ 契 約 の 金 額  

  変 更 前 ２２０，８８０，０００円 

  変 更 後 ２８９，６０２，０００円 
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議案第２１号



【工事請負変更契約締結の件】 

 民俗民芸村周辺法面保護（その２）工事 

［生涯学習課］ 

（１）変更内容 

契 約 の 金 額 ：２２０，８８０，０００円（変更前）

：２８９，６０２，０００円（変更後）

（２）参考 

工 期 ：令和２年９月２９日 ～ 令和３年１０月２９日 

契約の相手方 ：松原建設・篠川組民俗民芸村周辺法面保護（その２）工事 

共同企業体

令和元年度着工

令和２年度着工
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議案第１４０号 

富山市公民館条例の一部を改正する条例制定の件 

富山市公民館条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和３年６月１０日提出 

               富山市長 藤 井 裕 久    

富山市公民館条例の一部を改正する条例 

富山市公民館条例（平成１７年富山市条例第２５８号）の一部を次 

のように改正する。 

別表第１富山市立長岡公民館の項中「長岡９３９７番地１」を「長 

岡９５２２番地３」に改める。 

附 則 

この条例は、令和３年９月１日から施行する。 
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議案第２２号



 富山市公民館条例の一部改正について 

［生涯学習課］ 

（１）趣旨

   富山市立長岡公民館の移転改築に伴い、公民館の位置が変更となること

から、富山市公民館条例の一部改正を行うもの。 

（２）改正内容 

富山市立長岡公民館の位置の変更 

   （変更前）富山市長岡９３９７番地１ 

   （変更案）富山市長岡９５２２番地３ 

（３）施行期日 

令和３年９月１日 
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水橋地区における義務教育学校の設置について 

［学校教育課］ 

［学校再編推進課］ 

 水橋地区に開校を予定している統合小・中学校について、学校教育法に規定

する義務教育学校とするもの。 

１ 富山市学校設置条例等の改正について 

 学校設置条例（以下、条例）に定められた市立学校は、「富山市立小学校、

中学校及び幼稚園」となっていることから、義務教育学校を設置する場合に

は条例の改正が必要となる。 

  また、最短で令和８年４月に開校とした場合、条例改正は次の予定で行う。 

令和７年１２月 市議会定例会に条例改正案を提出 

     令和８年 ４月 施行 

なお、条例改正に伴い、富山市立学校管理規則といった関連規則等の改正

を併せて行う。 

２ 義務教育学校の開校に向けた今後の取り組みについて 

義務教育学校の開校に向けて、水橋地区の各小・中学校の交流をこれまで

以上に深め、学校間での連携を強化するとともに、教育課程や児童生徒の通

学手段、小学校段階におけるリーダーとしての活躍の場の確保、転出入児童

生徒への対応、校長一人体制による負担軽減等の対応を検討する。 

また、設置が予定されている（仮称）水橋地区学校統合推進委員会と緊密

に連携を図りながら、保護者や地域への情報発信を行う。 
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議案第２６号



報告第 １５ 号

国 ( 県 )
支 出 金

地 方 債 そ の 他

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

1,320, 844, 266, 1,110, 1,063, 47, 47, 23, 23,
400,000 356,000 235,000 591,000 179,100 411,900 411,900 611,900 800,000

155, 2, 60, 62, 49, 12, 12, 12,
860,000 280,000 040,000 320,000 383,000 937,000 937,000 937,000

296, 148, 148, 148, 148, 17, 130,
500,000 250,000 250,000 250,000 250,000 750,000 500,000

2,381, 714, 714, 265, 448, 448, 58, 73, 317,
385,000 240,000 240,000 650,000 590,000 590,000 056,000 034,000 500,000

560, 56, 56, 14, 42, 42, 10, 8, 23,
810,000 081,000 081,000 070,000 011,000 011,000 127,000 084,000 800,000

559, 27, 27, 10, 17, 17, 5, 1, 10,
225,000 950,000 950,000 000,000 950,000 950,000 832,000 818,000 300,000

712, 284, 284, 274, 9, 9, 9,
300,000 920,000 920,000 997,700 922,300 922,300 922,300

大 規 模 改造
事 業 費
奥田北小学校
（ そ の２）

校 舎 改 築
事 業 費
月岡 小学校
特別 教室棟

校 舎 改 築
事 業 費
奥田 小学校
解 体

10教育費

翌年度
逓  次
繰越額

校 舎 改 築
事 業 費
速 星 小 学校
（ そ の２）

残額
継続費
の総額 予  算

計上額

前年度
逓  次
繰越額

計

支出済
額及び
支出見
込  額

学 校 プ ール
建 設 事 業費
新 保 小 学校

2 小学校
　費

令 和 ２ 年 度 富 山 市 継 続 費 繰 越 計 算 書

特  定  財  源
款 項 事  業  名

繰越金

左   の   財   源   内   訳令和２年度継続費予算現額

校 舎 改 築
事 業 費
堀川 小学校
（そ の１）

耐 震 補 強
事 業 費
大久保小学校
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報告事項１２



国 ( 県 )
支 出 金

地 方 債 そ の 他

翌年度
逓  次
繰越額

残額
継続費
の総額 予  算

計上額

前年度
逓  次
繰越額

計

支出済
額及び
支出見
込  額

特  定  財  源
款 項 事  業  名

繰越金

左   の   財   源   内   訳令和２年度継続費予算現額

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

39, 19, 19, 6, 12, 12, 12,
900,000 950,000 950,000 970,000 980,000 980,000 980,000 000,000

975, 440, 115, 555, 345, 210, 210, 53, 29, 127,
994,000 206,000 374,000 580,000 574,300 005,700 005,700 227,700 178,000 600,000

1,041, 312, 312, 91, 220, 220, 49, 61, 109,
385,000 340,000 340,000 398,000 942,000 942,000 849,000 293,000 800,000

1,071, 329, 261, 591, 258, 332, 332, 89, 52, 191,
047,000 895,000 527,000 422,000 794,800 627,200 627,200 055,200 372,000 200,000

1,714, 773, 169, 942, 270, 672, 672, 148, 210, 313,
413,000 158,000 617,000 775,000 652,800 122,200 122,200 827,200 195,000 100,000

278, 83, 83, 50, 32, 32, 17, 15,
200,000 460,000 460,000 819,400 640,600 640,600 440,600 200,000

     富山市長     藤     井     裕     久

校 舎 改 築
事 業 費
上滝 中学校

5 社会教
  育費

公 民 館 建設
事 業 費
長 岡 公 民館

10教育費

学 校 施 設
整 備 事 業費
月 岡 中 学校
屋外避難階段

3 中学校
　費

令和３年６月１０日提出

屋内運動場
建設 事業費
速星 中学校

校 舎 改 築
事 業 費
西部 中学校
（そ の１）

校 舎 改 築
事 業 費
和合 中学校
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報告第 １７号

国 ( 県 )
支 出 金

地 方 債 そ の 他

円 円 円 円 円 円 円

20,000,000 20,000,000 20,000,000

21,000,000 21,000,000 21,000,000

64,800,000 64,800,000 64,800,000

100,000,000 100,000,000 33,666,000 66,200,000 134,000

26,000,000 26,000,000 26,000,000

11,000,000 11,000,000 11,000,000

26,000,000 26,000,000 26,000,000

70,000,000 70,000,000 23,566,000 46,400,000 34,000

207,303,000 207,303,000 97,000 207,200,000 6,000

令和３年６月１０日提出
富山市長     藤     井     裕     久

学校施設整備
事 業 費

2 小学校費

10 教育費

1 教　  育
　総 務 費

学校再編推進
事 業 費

統合校の新設
事 業 費

新型コロナウイ
ルス感染症対策
事 業 費

校舎増築事業費

統合校の新設
事 業 費

3 中学校費

文 化 財 保 護
事 業 費

新型コロナウイ
ルス感染症対策
事 業 費

学校施設整備
事 業 費

5 社　  会
　教 育 費

令和２年度富山市繰越明許費繰越計算書

未  収  入  特  定  財  源金        額 既 収 入
特 定 財 源

左      の      財      源      内      訳

翌   年   度
繰   越   額 一 般 財 源

款 項 事   業   名
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報告事項１３



報告第 ２ ７ 号 

経営状況報告の件 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規 

定により、公益財団法人富山市学校給食会に関する経営状況を別紙の 

とおり報告する。 

令和３年６月１０日提出 

               富山市長  藤 井 裕 久 
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報告事項１４



１ 令和３年度事業計画 

 (1) 給食予定数 

    学校給食実施のため、給食用物資の調達及び配送を行う。 

     幼稚園     ７園       ２７，６１２食 

認定こども園  １園       ４４，２９２食 

     小学校    ６５校    ３，９６６，３４４食 

     中学校    ２６校    ２，０２５，５３５食 

       計     ９９校（園） ６，０６３，７８３食 
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２ 令和３年度予算                 （単位 円） 

科   目 当年度 前年度 増減 

Ⅰ 一般正味財産増減の部 

 経常増減の部 

  (1)経常収益 

①基本財産運用益 200 2,506  △ 2,306

②特定資産運用益 365 1,715  △ 1,350

③事業収益 1,768,509,000 1,800,796,000 △ 32,287,000

④受取補助金 35,272,000 33,541,000 1,731,000

   ⑤雑収益 321,000 321,000 0

経常収益計 1,804,102,565 1,834,662,221 △ 30,559,656

  (2)経常費用 

   ①事業費 1,791,174,827 1,821,725,049 △ 30,550,222

   ②管理費 12,927,738 12,937,172 △ 9,434

経常費用計 1,804,102,565 1,834,662,221 △ 30,559,656

 当期経常増減額 0 0 0

 経常外増減の部 

  (1)経常外収益 

①受取補助金 0 70,483,000 △ 70,483,000

  (2)経常外費用 
①支払負担金及び交付金 0 70,483,000 △ 70,483,000

   当期経常外増減額 0 0 0

当期一般正味財産増減額 0 0 0

一般正味財産期首残高 3,820,715 3,820,715 0

一般正味財産期末残高 3,820,715 3,820,715 0

Ⅱ 指定正味財産増減の部 

   ①基本財産運用益 200 2,506 △ 2,306

②特定資産運用益 319 1,607 △ 1,288

③一般正味財産への振替額 △200 △ 2,506 2,306

当期指定正味財産増減額 319 1,607 △ 1,288

指定正味財産期首残高 25,949,956 25,948,349 1,607

指定正味財産期末残高 25,950,275 25,949,956 319

Ⅲ 正味財産期末残高 29,770,990 29,770,671 319
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３ 令和２年度決算（自 令和２年４月１日 至 令和３年３月３１日） 

 (1) 財産目録（令和３年３月３１日現在）    （単位 円） 

区分 科    目  金 額 摘     要  

資
産
の
部

1 流 動 資 産 132,132,915 現 金 ・ 預 金 131,691,824

未 収 金 400,950

仮 払 金 40,141

2 固 定 資 産 45,307,127 基 本 財 産 10,000,000

  特 定 資 産 34,869,656

その他固定資産 437,471

計 177,440,042

負
債
の
部

1 流 動 負 債 130,055,910 未 払 金 108,272,838

預 り 金 20,075,327

賞 与 引 当 金 1,707,745

2 固 定 負 債 17,211,747 退職給付引当金 17,211,747

計 147,267,657

正味財産 30,172,385
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 (2) 貸借対照表（令和３年３月３１日現在）   （単位 円） 

資 産 の 部 負 債 の 部 

区分 科  目 金  額 区分 科  目 金  額 

流
動
資
産

1 現金・預金 131,691,824 流
動
負
債

1 未 払 金 108,272,838

2 未 収 金 400,950 2 預 り 金 20,075,327

3 仮 払 金 40,141 3 賞与引当金 1,707,745

計 130,055,910

固
定

負
債

退職給付引当金 17,211,747

計 132,132,915 計 17,211,747

固
定
資
産

1 基 本 財 産 10,000,000 負債合計 147,267,657

2 特 定 資 産 34,869,656 正 味 財 産 の 部 

3 その他固定資産 437,471 区分 科  目 金  額 

正
味
財
産

1 指定正味財産 25,950,531

(うち基本財産への充当額) (10,000,000)

(うち特定資産への充当額) (15,950,531)

2 一般正味財産 

(うち特定資産への充当額)

4,221,854

（1,707,378)

  計 30,172,385

計 45,307,127 正味財産合計 30,172,385

資産合計 177,440,042 負債・正味財産合計 177,440,042
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(3) 正味財産増減計算書（自 令和２年４月１日 至 令和３年３月３１日） 

                          （単位 円） 

科   目 当年度 前年度 増減 

Ⅰ 一般正味財産増減の部 

 １．経常増減の部 

  (1)経常収益 

①基本財産運用益 2,510 2,499 11

   ②特定資産運用益 1,715 2,921 △ 1,206

③事業収益 1,640,335,368 1,619,103,314 21,232,054

   ④受取補助金 34,132,649 41,066,974 △ 6,934,325

   ⑤雑収益 243,282 1,190,034 △ 946,752

経常収益計 1,674,715,524 1,661,365,742 13,349,782

  (2)経常費用 

①事業費 1,662,239,032 1,647,034,384 15,204,648

   ②管理費 12,897,662 13,174,943 △ 277,281

経常費用計 1,675,136,694 1,660,209,327 14,927,367

 当期経常増減額 △421,170 1,156,415 △ 1,577,585

２．経常外増減の部 

 (1)経常外収益 

①受取補助金 20,756,794 0 20,756,794

経常外収益計 20,756,794 0 20,756,794

(2)経常外費用 

①支払負担金及び交付金 20,734,461 0 20,734,461

②固定資産除却損 0 88,157 △ 88,157

経常外費用計 20,734,461 88,157 20,646,304

当期経常外増減額 22,333 △ 88,157 110,490

当期一般正味財産増減額 △398,837 1,068,258 △ 1,467,095

一般正味財産期首残高 4,620,691 3,552,433 1,068,258

一般正味財産期末残高 4,221,854 4,620,691 △ 398,837

Ⅱ 指定正味財産増減の部 

   ①基本財産運用益 2,510 2,499 11

②特定資産運用益 1,607 1,594 13

③一般正味財産への振替額 △2,510 △ 2,499 △ 11

当期指定正味財産増減額 1,607 1,594 13

指定正味財産期首残高 25,948,924 25,947,330 1,594

指定正味財産期末残高 25,950,531 25,948,924 1,607

Ⅲ 正味財産期末残高 30,172,385 30,569,615 △ 397,230

25



４ 令和２年度事業報告 

 (1) 給食実施校（園） 

    幼稚園     ７園 

    認定こども園  １園 

    小学校    ６５校 

    中学校    ２６校 

     計     ９９校（園） 

 (2) 事業実績 

              食  数     対前年度比 

    幼稚園       ３０，６１７食  ７３. １％ 

    認定こども園    ３８，５９３食  ８３．５％ 

    小学校    ３，６６５，４４１食  ９９．５％ 

    中学校    １，８５２，３０８食  ９７．５％ 

     計     ５，５８６，９５９食  ９８．５％ 
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三郷小学校・上条小学校の一次統合について

［学校再編推進課］

１ 経緯 

水橋地区の５小学校（水橋中部小、水橋西部小、水橋東部小、三郷小、上条小）及び２

中学校（水橋中、三成中）の統合校設置の前段階として、令和４年４月に同じ中学校区で

ある三郷小学校と上条小学校を一次統合することで地域の合意形成がなされたもの。

２ 三郷小学校・上条小学校一次統合準備協議会について 

設置目的：三郷小学校及び上条小学校の一次統合にあたり、調整が必要な事項について

関係機関や団体等と協議を行い、一次統合の進捗状況について住民に情報提

供を行う。 

 構成委員：三郷地区、上条地区各々の自治振興会会長・副会長等、ＰＴＡ会長・副会長、

小学校校長・教頭、保育所所長

 顧  問：地元市議会議員

所管事項：①一次統合校の校名、校章、校歌及び式典行事に関する事項

     ②学校運営、教育計画、学校行事及び事前交流活動に関する事項

     ③通学路、通学方法（スクールバス）に関する事項

     ④学校指定品に関する事項

     ⑤ＰＴＡ組織、活動等に関する事項

     ⑥その他協議会が定める事項

３ 開催実績 

開催日 主な議事 

第１回 令和 2 年 11 月 27 日 三郷小学校・上条小学校一次統合準備協議会設立 

第２回 12 月 21 日
校名、校章、校歌について 

スクールバスの運行について 

第３回 令和 3 年 2 月 16 日
コミュニティバスの運行について 

地域児童健全育成事業について 

第４回 4 月 26 日
校名、校章、校歌について合意 

地域児童健全育成事業の実施地区について合意 

４ これまでに合意形成がなされた主な事項 

・一次統合校の校名、校章、校歌について（第４回協議会）

 校名：三成小学校

 校章：三成中学校校章の「中」を「小」に置き換えたもの

校歌：三成中学校校歌を歌う

・地域児童健全育成事業について（第４回協議会）

  一次統合後も三郷地区、上条地区それぞれで実施
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